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議案第  １  号  

令 和 ６年 度 習 志 野 市 一 般 会 計 予 算 

 

 令和６年度習志野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８，０７０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （継続費）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表  継

続費」による。 

 （債務負担行為）  

第３条  地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表  債務負担

行為」による。 

 （地方債）  

第４条  地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第４表  地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条  地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第６条  地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（1）  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用  

                                                              令和６年２月１５日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

市税1 29,973,641

市民税1 14,532,147

固定資産税2 11,882,630

軽自動車税3 165,687

市たばこ税4 855,073

都市計画税5 2,538,104

地方譲与税2 309,118

地方揮発油譲与税1 73,000

自動車重量譲与税2 215,000

森林環境譲与税3 19,000

特別とん譲与税4 2,118

利子割交付金3 14,000

利子割交付金1 14,000

配当割交付金4 205,000

配当割交付金1 205,000

株式等譲渡所得割交付金5 169,000

株式等譲渡所得割交付金1 169,000

法人事業税交付金6 340,000

法人事業税交付金1 340,000

地方消費税交付金7 3,915,000

地方消費税交付金1 3,915,000

環境性能割交付金8 47,001

環境性能割交付金1 47,001

地方特例交付金9 988,640

地方特例交付金1 988,640

地方交付税10 2,764,710



－3－

金          額款

（単位：千円）

項

地方交付税 地方交付税110 2,764,710

交通安全対策特別交付金11 11,000

交通安全対策特別交付金1 11,000

分担金及び負担金12 976,225

負担金1 976,225

使用料及び手数料13 1,220,177

使　用　料1 505,798

手　数　料2 714,379

国庫支出金14 12,882,378

国庫負担金1 9,718,024

国庫補助金2 3,129,232

委　託　金3 35,122

県支出金15 4,579,271

県負担金1 3,124,291

県補助金2 1,060,473

委託金3 394,507

財産収入16 74,176

財産運用収入1 71,366

財産売払収入2 2,810

寄附金17 170,502

寄附金1 170,502

繰入金18 7,809,904

基金繰入金1 7,809,904

繰越金19 500,000

繰越金1 500,000

諸収入20 2,379,857



－4－

金          額款

（単位：千円）

項

諸収入 延滞金・加算金及び過料120 54,971

市預金利子2 9

貸付金元利収入3 619,915

受託事業収入4 125,436

収益事業収入5 160,000

雑入6 1,419,526

市債21 8,740,400

市債1 8,740,400

78,070,000歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議会費 443,465

議会費 1 443,465

2 総務費 7,924,604

総務管理費 1 6,534,358

徴税費 2 787,802

戸籍住民基本台帳費 3 385,794

選挙費 4 126,504

統計調査費 5 35,736

監査委員費 6 54,410

3 民生費 32,067,711

社会福祉費 1 10,883,798

児童福祉費 2 16,874,790

生活保護費 3 4,280,498

国民年金事務取扱費 4 28,625

4 衛生費 6,855,150

保健衛生費 1 2,256,605

清掃費 2 4,593,470

上水道費 3 5,075

5 労働費 11,181

労働諸費 1 11,181

6 農林水産業費 82,428

農業費 1 82,428

7 商工費 835,428

商工費 1 835,428

8 土木費 5,692,693

土木管理費 1 853,688
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金          額款

（単位：千円）

項

道路橋りょう費 28 土木費 692,309

都市計画費 3 3,783,987

住宅費 4 362,709

9 消防費 2,311,754

消防費 1 2,311,754

10 教育費 15,848,586

教育総務費 1 866,499

小学校費 2 5,008,134

中学校費 3 5,143,529

高等学校費 4 925,569

幼稚園費 5 195,920

社会教育費 6 1,383,589

保健体育費 7 2,325,346

11 公債費 5,697,438

公債費 1 5,697,438

12 諸支出金 199,562

基金費 1 199,562

13 予備費 100,000

予備費 1 100,000

78,070,000歳              出              合              計
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第２表 継続費 
（単位：千円） 

款 項 事  業  名 総額 年 度 年割額 

２ 総務費 １ 総 務 管 理 費 

基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 

策 定 事 業 

（構想・計画策定業務委託） 

24,928 
令和６年度 18,363 

令和７年度 6,565 

第 ４ 次 男 女 共 同 参 画 

基 本 計 画 策 定 事 業 

（ 計 画 策 定 業 務 委 託 ） 

6,105 
令和６年度 3,520 

令和７年度 2,585 

４ 衛生費 

１ 保 健 衛 生 費 
環 境 基 本 計 画 策 定 事 業 

（ 計 画 策 定 業 務 委 託 ） 
17,640 

令和６年度 9,068 

令和７年度 8,572 

２ 清 掃 費 

一 般 廃 棄 物 処 理 

基 本 計 画 策 定 事 業 

（ プ ラ ス チ ッ ク 資 源 化 等 

検 討 業 務 委 託 ） 

15,445 

令和６年度 10,732 

令和７年度 4,713 

８ 土木費 

１ 土 木 管 理 費 

自 転 車 等 駐 車 場 

維 持 管 理 事 業 

（JR 津田沼駅北口自転車等 

駐車場建替設計業務委託） 

30,756 

令和６年度 26,906 

令和７年度 3,850 

３ 都 市 計 画 費 

公 園 維 持 管 理 事 業 

（ 習 志 野 市 緑 の 基 本 計 画 

策 定 業 務 委 託 ） 

17,600 
令和６年度 10,868 

令和７年度 6,732 

４ 住 宅 費 
住生活基本計画策定事業 

（ 計 画 策 定 業 務 委 託 ） 
15,548 

令和６年度 8,818 

令和７年度 6,730 
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款 項 事  業  名 総額 年 度 年割額 

１０ 教育費 ２ 小 学 校 費 
鷺 沼 小 学 校 建 設 事 業 

（ 校舎建設設計業務委託 ） 
412,379 

令和６年度 101,214 

令和７年度 202,437 

令和８年度 108,728 
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第３表 債務負担行為 
（単位：千円） 

事 項 期 間 限 度 額 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 標 準 化 移 行 対 応 委 託 料 ２ 年 
委託料 53,210千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

鷺 沼 東 跨 線 橋 補 修 工 事 委 託 ３ 年 
委託料 228,600千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

J R 津 田 沼 駅 北 口 ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ 補 修 工 事 ３ 年 
工事請負費 569,100千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

都 市 計 画 道 路 3 ・ 3 ・ 1 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 29,656 

都 市 計 画 道 路 3 ・ 3 ・ 3 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 68,094 

都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 4 、 3 ・ 4 ・ 1 1 号 線 

用 地 取 得 費 
１３ 年 508,072 

都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 8 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 484,246 

都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 9 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 500,693 
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第４表 地方債 
（単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

民 生 債 

社会福祉施設整備事業債 
1,079,200 普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方式で借

り入れる資金について、利率

の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率） 

 起債の日から据置期間を含め 40 年以内に

おいて元利均等、元金均等または満期一括

償還する。政府資金を借り入れる場合は、そ

の融資条件による。 

 ただし、償還期間内において繰上償還、償

還期間の短縮ならびに低利債への借り換え

をすることができる。 

衛 生 債 

廃棄物処理施設整備事業債 
1,306,500 

土 木 債 

道 路 整 備 事 業 債 

都 市 計 画 事 業 債 

市 営 住 宅 建 設 事 業 債 

自転車等駐車場整備事業債 

259,300 

645,900 

135,000 

30,300 

消 防 債 

消 防 施 設 整 備 事 業 債 73,600 

教 育 債 

義務教育施設整備事業債 

高等学校施設整備事業債 

社会体育施設整備事業債 

社会教育施設整備事業債 

4,932,100 

120,400 

5,600 

12,500 

臨時財政対策債 

臨 時 財 政 対 策 債 
140,000 

合 計 8,740,400 



 

 

 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 
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議案第  ２  号  

令和６年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和６年度習志野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，９１１，６４１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。  

（1） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

                                                              令和６年２月１５日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

国民健康保険料1 2,825,950

国民健康保険料1 2,825,950

一部負担金2 1

一部負担金1 1

国庫支出金3 1

国庫補助金1 1

県支出金4 8,691,629

県補助金1 8,691,629

財産収入5 1

財産運用収入1 1

繰入金6 1,365,900

一般会計繰入金1 1,365,900

繰越金7 1

繰越金1 1

諸収入8 28,158

延滞金・加算金及び過料1 10,756

市預金利子2 1

雑入3 17,401

12,911,641歳              入              合              計
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金  額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 305,079

総務管理費 1 268,929

徴収費 2 35,865

運営協議会費 3 285

2 保険給付費 8,596,325

療養諸費 1 7,404,681

高額療養費 2 1,148,804

移送費 3 100

出産育児諸費 4 33,440

葬祭諸費 5 9,000

傷病手当金 6 300

3 国民健康保険事業費納付金 3,828,572

医療給付費分 1 2,543,696

後期高齢者支援金等分 2 959,634

介護納付金分 3 325,242

4 共同事業拠出金 0

共同事業拠出金 1 0

5 保健事業費 136,663

特定健康診査等事業費 1 97,593

保健事業費 2 39,070

6 基金積立金 1

基金積立金 1 1

7 諸支出金 15,001

償還金及び還付加算金 1 15,001

8 予備費 30,000

予備費 1 30,000
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金          額款

（単位：千円）

項

12,911,641歳              出              合              計



 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 
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議案第  ３  号  

令和６年度習志野市介護保険特別会計予算 

 

 令和６年度習志野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，４３２，９９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

                                                              令和６年２月１５日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

介護保険料1 3,184,550

介護保険料1 3,184,550

国庫支出金2 3,160,302

国庫負担金1 2,395,599

国庫補助金2 764,703

支払基金交付金3 3,702,427

支払基金交付金1 3,702,427

県支出金4 2,032,350

県負担金1 1,924,119

県補助金2 108,231

財産収入5 16

財産運用収入1 16

繰入金6 2,353,302

一般会計繰入金1 2,314,988

基金繰入金2 38,314

繰越金7 1

繰越金1 1

諸収入8 46

延滞金・加算金及び過料1 1

市預金利子2 1

雑入3 44

14,432,994歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 412,436

総務管理費 1 315,951

徴収費 2 9,314

介護認定審査会費 3 85,362

趣旨普及費 4 1,496

介護保険運営協議会費 5 313

2 保険給付費 13,291,447

介護サービス等諸費 1 12,445,313

介護予防サービス等諸費 2 245,151

その他諸費 3 11,365

高額介護サービス等費 4 394,604

特定入所者介護サービス等費 5 195,014

3 財政安定化基金拠出金 1

財政安定化基金拠出金 1 1

4 地域支援事業費 709,994

介護予防・生活支援サービス事業費 1 392,533

一般介護予防事業費 2 27,614

包括的支援事業・任意事業費 3 288,716

その他諸費 4 1,131

5 基金積立金 16

基金積立金 1 16

6 諸支出金 9,100

償還金及び還付加算金 1 9,100

7 予備費 10,000

予備費 1 10,000

14,432,994歳              出              合              計



 



 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第  ４  号  

令和６年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和６年度習志野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，６６３，１６４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

                                                              令和６年２月１５日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

後期高齢者医療保険料1 2,209,345

後期高齢者医療保険料1 2,209,345

繰入金2 445,097

一般会計繰入金1 445,097

繰越金3 1

繰越金1 1

諸収入4 8,721

延滞金・加算金及び過料1 270

市預金利子2 1

受託事業収入3 3,849

後期高齢者医療保険料還付金等交付金4 4,600

雑入5 1

2,663,164歳              入              合              計
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（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 89,384

総務管理費 1 79,512

徴収費 2 9,872

2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,559,180

後期高齢者医療広域連合納付金 1 2,559,180

3 諸支出金 4,600

償還金及び還付加算金 1 4,600

4 予備費 10,000

予備費 1 10,000

2,663,164歳              出              合              計


